






亀岡市で接種を希望される場合 
　
☆接　種　費　用　　　無料（定期接種対象者は、全額公費負担） 
　

☆接　種　方　法　　　実施医療機関での個別接種（医療機関については、亀岡市ホームページ参照） 

　
☆接種に必要なもの　　①母子健康手帳
　　　　　　　　　　　②予診票（実施医療機関または市役所１７番窓口で配布）

◎亀岡市外の医療機関で接種される場合、手続きが必要となる場合がございますので、
　必ず亀岡市健康福祉部健康増進課へ問い合わせください。

◇問い合わせ先◇　　　亀岡市健康福祉部健康増進課（市役所１７番窓口）
　　　　　　　　　　　電話：０７７１－２５－５００４　 ＦＡＸ：０７７１－２４－３０７０


